
【申し送り事項】

当方にて校正は行っておりますが、内容の最終
チェックは必ずご依頼者様にてお願いいたします。

PPTファイルのまま印刷しますと、複合機によって
はフォントの再現がされない可能性がございます。
そのため、お手数ですが「名前を付けて保存」→
ファイル形式を「PDF」にて保存していただき、
PDFファイルを印刷いただきますようお願い申し
上げます。

補助対象
団体

当該地域の道路等に公衆の安全確保及び犯罪の未然防止等を目的とした

防犯カメラの設置を予定している町会・自治会や商店会などの地域団体。

「改正のポイント」
原稿にはありませ
んが追記していま
す

制度の利用をお考えの方は、お気軽にご相談ください

制度の利用をお考えの方は、お気軽にご相談ください

防犯カメラ整備費の補助率等の引上げ！1

防犯カメラ運用経費の補助上限額を引上げ！

カメラ１台につき １５，０００円

2

総額の

補助上限額
１，920万円 １，９6０万円
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24

49

50

カメラ１台当たり ６０万円

改正のポイント改正のポイント

問合せ
一覧

申請など
事務手続き
に関すること

芝地区総合支所 協働推進課  協働推進係 03-３５７８-３１２３

麻布地区総合支所 協働推進課 協働推進係 03-５１１４-８８０２

赤坂地区総合支所 協働推進課 協働推進係 03-５４１３-７２７２

高輪地区総合支所 協働推進課 協働推進係 03-５４２１-７６２１

芝浦港南地区総合支所 協働推進課  協働推進係 03-６４００-００３１

補助金制度
全体に関すること

防災危機管理室 防災課 生活安全推進担当 03-３５７８-２１９９

６５万円

２万円電気料金や電柱使用料等を補助

※令和８年４月１日から適用します。

補助率

１地域団体当たり



港区では、安全で安心できる港区の実現に向けて、

さまざまな取組を行っています。そのひとつとして、

区では、町会や商店会などの団体が防犯カメラを

設置するとき、補助金で支援をしています。

新規設置などお考えの方は、

お気軽にご相談ください。

防犯カメラの整備補助事業は

こんな時に利用できます

公衆の安全や犯罪の未然防止などを目的として、道路などに防犯カメ

ラ（モニター、録画装置等を含む）を整備（新設、増設、交換及び大規模

な改修）に要する経費を補助。

補助率：４９/50 

補助上限額：1,960万円 （防犯カメラ１台当たり６５万円）

※設置を予定している年度の前年度の7月31日までに事業計画書を提出

上記１の整備費の補助により、町会等が設置した防犯カメラの運用

（電気料金、電柱使用料等）にかかる経費を補助。

防犯カメラ1台につき ２万円上限

防犯カメラ整備費1

防犯カメラ運用経費2

防犯カメラ維持管理経費3

「問合せ一覧」原
稿にはありません
が追記しています

上記１の整備費の補助により、町会等が設置した防犯カメラの維持

（保守点検、修繕）にかかる経費を補助。

保守点検費 １設置団体当たり ２００万円上限

修繕費 防犯カメラ１台当たり ２０万円上限

※保守点検の経費については、前年度の7月31日までに事業計画書を提出

地域団体の皆さんには、防犯カメラの落下等の事故を防止するため、

年１回以上の保守点検の実施をお願いします。
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